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銀行は、企業や家計等に融資を行う際、将来融資が回収不能となるリスクに備え、想定される損失額を

見積り、財務状況を開示するバランスシートに貸倒引当金を計上する。世界的な金融危機を経て、貸倒

引当金の計上が「少なすぎ、遅すぎた」ことが危機を深刻化させる一因になったとの反省から、広範な

情報を活用し、より早期に貸倒引当金を計上することを求める「予想信用損失（ECL）型引当」を導入

する動きが世界的に進んでいる。わが国でも、過去の貸倒実績等を重視して見積られた従来型の引当率

が歴史的な低水準で推移するなか、金融機関における望ましい引当のあり方を巡る議論が行われてい

る。こうした状況を受け、本稿では、貸倒引当金の新たな会計基準として世界的に導入が進みつつある

ECL型引当の特徴と運用面の課題、わが国の現行制度との主な違いを整理する。 

はじめに 

企業や家計等借手の信用リスクを取りながら

金融仲介機能を果たす銀行業にとって、貸倒引当

金は、収益・リスク管理や貸出の金利・商品設計

にも密接に関連する重要性の高い勘定科目であ

る。この貸倒引当金を巡る会計基準が、先の金融

危機の経験を踏まえ、世界的に大きな変貌を遂げ

つつある。従来は、融資の回収不能が見込まれる

客観的な事象が発生している場合にのみ損失を

計上する「発生損失型」の枠組みを基本としてい

たが、この枠組みが貸倒引当金の計上を「少なす

ぎ、遅すぎる（“too little, too late”）」ものとし、危

機を深刻化させる一因になったとの認識が広ま

った1。 

この反省から、120 を超える国や地域で導入さ

れている国際財務報告基準（International Financial 

Reporting Standards ＜IFRS＞）では、広範な情報

を活用し、より早期に貸倒引当金を計上すること

を求める「予想信用損失（Expected Credit Loss＜

ECL＞）」型引当が開発され、2018 年に適用が開

始された（IFRS 第 9 号）2。米国でも、財務会計

基準審議会（Financial Accounting Standards Board

＜FASB＞）が独自の ECL 型引当（Current ECL ＜

CECL＞）を開発し、2020 年から導入する予定で

あり、ECL 型引当の導入は世界的な動きになって 

きている3。 

したがって、今後銀行が国内外の投資家、監査

人、監督当局等のステークホルダーと貸倒引当金

についてコミュニケーションを行う際の国際標

準は、ECL 型引当に移行していくと考えられる。

その一環として、バーゼル銀行監督委員会（バー

ゼル委）は、ECL 型引当の導入に伴う国際的な銀

行規制・監督上の対応の必要性につき、長期的視

点に立った検討に着手している4。 

こうした国際的な潮流を背景として、わが国で

も昨年、企業会計基準委員会が、貸倒引当金を含

む「金融商品に関する会計基準」の改正について

意見を募集した5。また、過去の貸倒実績等を重視

する従来型の引当率が歴史的な低水準で推移す

るなか、金融機関の検査・監督手法の見直しの一

環として、過去の実績に反映されていない先行き

の変化を適切に織り込む引当のあり方や工夫に

ついて、金融庁の研究会等で議論が進められてい

る6。 

本稿では、会計の視点に、銀行の健全性維持や、

金融システムの安定性確保という規制・監督上の

視点も織り交ぜつつ、世界的に導入が進みつつあ

る ECL 型引当の特徴と運用面の課題、わが国の現

行制度との主な違いを整理する。 

予想信用損失（ECL）型引当の特徴と運用面の課題 
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銀行業における貸倒引当金 

伝統的な銀行業のビジネスの中核は、預金等で

調達した資金を企業や家計等の借手に融資する

金融仲介機能を果たしつつ、収益を上げていくこ

とである。銀行は、将来融資が返済されずに貸倒

れ、回収不能となる信用リスクを審査して融資を

実行するが、将来に不確実性がある以上、厳正に

審査を行ったとしても、貸倒れをゼロにすること

は難しい。また、そもそも銀行による金融仲介は、

与信ポートフォリオ全体のリスク分散を通じて

リスク対比でのリターンを確保しようとするも

のであり、一定程度の貸倒れの発生は当然の前提

とされている。 

このため、銀行は、信用リスクに備える観点か

ら、リスクに見合った貸出金利を設定する一方、

合理的に想定される将来の損失額を見積り、業績

や財務状況を開示する損益計算書やバランスシ

ートに貸倒引当金として計上する。貸倒引当金は、

バランスシート上、左側（資産の部）にマイナス

項目として計上され、損益計算書上はその純繰入

額が損失計上されることを通じて、結果的に右側

（純資産の部）も縮小させる（図表 1）。 

貸倒引当金が借手の信用力を正しく反映して

おらず、過少となっている場合、将来いずれかの

タイミングで、貸倒引当金ではカバーしきれない

損失が判明する可能性が高い。したがって、想定

される損失額より少ない貸倒引当金に基づいた

損益計算書やバランスシートは、信用リスクを加

味した業績や財務状況を適切に反映していない

ことになる。このため、貸倒引当金をどのように

見積るかを規定する会計上の枠組み（引当制度）

は、銀行業にとってとりわけ重要である。 

貸倒引当金と金融システムの安定 

貸倒引当金を含む銀行の会計情報は、外部監査

を経て広く一般に公表され、市場参加者が投資や

預金行動を決定する際の材料となる。このため、

市場が銀行経営を適切に規律し、ガバナンスする

機能を発揮するためには、貸倒引当金を含む会計

情報の適正性が重要となる。 

同時に、貸倒引当金は、銀行の健全性を判断す

るための最も重要な指標の一つである自己資本

比率に直結する。それ故、貸倒引当金の適正性は、

銀行の健全性や金融システムの安定性の評価に

影響を及ぼすため、監督当局にとっても重要な関

心事項である。 

この点をより詳しく説明しよう。貸倒引当金の

増加は、当期純利益の減少を通じ、バランスシー

トの純資産の部、すなわち自己資本を減少させる。

自己資本をリスク・アセットの金額で除した自己

資本比率は、将来に不確実性があるもとで、銀行

が損失を吸収する経営体力を表す最も重要な健

全性指標の一つである。 

このため、自己資本比率がある水準を下回った

銀行に対し、監督当局は、何らかの措置を発動す

る。こうした措置は、銀行がビジネスを行う際の

制約条件となり、銀行経営者は早急に対応するこ

とが求められる。 

貸倒引当金が想定される損失額より少なく見

積られていることは、自己資本比率が過大に見積

られていることと表裏の関係にある。したがって、

監督当局は、銀行の貸倒引当金が適正に見積られ

ているかに強い関心を払っている。 

貸倒引当金が、金融システム全体でみて、想定

される損失額より少なく見積られている場合、事

態は一層深刻である。例えば、経済・金融環境が

非常に厳しくなった段階で金融システム全体の

 
【図表 1】銀行業におけるバランスシートと 

貸倒引当金のイメージ図 
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貸倒引当金が想定される損失額より少なく見積

られていることが判明すると、多くの銀行が、同

時に貸倒引当金を積み増す必要に迫られる。この

とき、銀行が市場で一斉に自己資本を調達しよう

とすると、株価が大幅に下落し、市場環境が急速

に悪化するおそれがある。また、自己資本比率の

低下を防ぐ観点から多くの銀行が融資の圧縮に

よるリスク・アセットの削減を図る場合、経済・

金融環境の悪化に拍車がかかりかねない。 

実際、歴史を振り返ると、金融システム全体が

抱える不良債権が増大し、貸倒引当金が想定され

る損失額より少なく見積られているとの懸念が

深刻化するたびに、望ましい引当制度のあり方が

問われてきた。 

例えば、わが国がバブル崩壊後、不良債権問題

に直面した際の引当制度は、当時の大蔵省が実施

していた資産査定および不良債権償却証明制度

が基礎となっていた。この引当制度のもとでは、

当局が資産査定の結果、回収不能または無価値と

証明した債権等については、損失額が貸倒引当金

として計上されるとともに、税務上も損金に認定

されていた。当局が認定した損失額を超えて貸倒

引当金を計上する、いわゆる有税償却については、

金融機関の自主性・裁量に任されており、積極的

な計上が求められるものではなかった。この引当

制度の曖昧さが、自己資本比率の低下を避けたい

等、金融機関の損失認識を先送りする誘因と合わ

さり、実際に貸倒引当金の計上の先送りを許すこ

とにつながったとの指摘がある7。 

こうした議論を踏まえ、その後、わが国の引当

制度は、すでに発生した不良債権を的確に把握す

る観点から、金融機関自らが行う自己査定に基づ

き、裁量の余地が少ない一律の基準で、融資先が

実質債務超過かどうか、融資が担保・保証により

保全されているかどうかを重視する現行の枠組

みに移行した。これに合わせて税効果会計も導入

され、有税償却の場合には繰延税金資産が計上さ

れることで、銀行は、税務上の扱いと切り離して、

引当金を適切に計上することが可能となった。 

先の世界的な金融危機でも、米欧を中心に貸倒

引当金の計上が少なすぎ、遅すぎた結果、貸倒引

当金の急増と大幅な景気後退がお互いに増幅し

合う作用（プロシクリカリティ）が働き、危機を

深刻化させる一因になったとの認識が広まった8。

この反省を出発点に、G20 やバーゼル委等が、プ

ロシクリカリティを軽減する引当制度の導入を

強く勧奨したことが、ECL 型引当の開発へとつな

がった。 

発生損失型と比較した ECL型引当の特徴 

貸倒引当金は、借手の信用力に応じ、合理的に

想定される将来の損失額を計上するものである

ところ、前述の通り、国際的な会計基準において

は、金融危機での反省を受けて、その枠組みが発

生損失型から ECL 型へと大きく変わりつつある。 

IFRS を例に説明すると、IFRS 第 9 号以前に貸倒

引当金に関する枠組みを規定していた国際会計

基準（IAS）第 39 号のもとでは、融資の回収不能

が見込まれる客観的な事象（いわゆる減損事象）

が発生している場合にのみ、貸倒引当金が計上さ

れていた。すなわち、借手の財務状況の著しい悪

化や、返済の延滞等の契約違反といった客観的な

証拠が存在する場合にのみ、将来の回収不能額を

見積り、計上することが求められていた。 

これに対し、新たに導入された IFRS 第 9 号で

は、減損事象に相当する客観的な証拠は必要とさ

れず、より広範な情報に基づいて合理的に想定さ

れる損失額を計上することが求められる。具体的

には、個別の借手や融資に関する情報のみならず、

失業率・GDP 成長率・資源価格等のマクロ経済指

標に関する将来予測、場合によっては地政学リス

クや天災リスク等多様な情報も必要に応じて織

り込むことが求められる。 

銀行のリスク管理では、これまでも早期警戒や

ストレステストの観点から、マクロ経済指標や業

界動向等、広範な情報が用いられてきた。ECL 型

引当で広範な情報を活用し、従来よりもきめ細か

くフォワード・ルッキングに貸倒引当金の算定を

行うことが求められるようになると、後述するよ

うに、将来予測の向上に向けたデータ整備やモデ

ルの高度化といった対応が必要になってくる。そ

の結果、会計と信用リスク管理に必要な技術・デ

ータ基盤の親和性が高まり、長期的には両者を統

合する動きが拡がっていくと考えられる9。 

ECL 型引当の効果と副作用 

銀行が ECL 型引当を運用していくには、貸倒れ
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の背景にある要因を特定し、将来どのようなタイ

ミングで、どの程度の貸倒れが発生するかを合理

的に予測する必要がある。例えば、住宅ローンで

あれば失業率、資源セクター向け融資であれば、

資源価格が予測に有用な情報であるということ

は想像がつくが、これらの要因が個別の融資ごと

に、貸倒れの発生タイミングや発生額とどう関係

するかを的確に把握することが重要となる。 

この点、景気後退は、幅広いファンダメンタル

ズの悪化を通じ、将来の信用環境の悪化をもたら

すと考えられる。銀行の収益環境が好調である景

気拡大期に、先行きの景気後退に伴う信用環境の

悪化を的確に予測し、経営体力への悪影響を抑え

つつ早期に貸倒引当金を計上することができれ

ば、その後、信用環境が悪化したとしても、銀行

はより強靭な経営体力を維持し、健全な金融仲介

機能を発揮できる（図表 2）。 

ECL 型引当には、こうした機能の発揮を通じ、

金融システムのプロシクリカリティの抑制に寄

与することが、期待されている。 

もっとも、後述するとおり、将来の信用環境を

的確に予測することが難しく、貸倒引当金の増加

と景気悪化や銀行の経営体力毀損が同時に起こ

る場合、プロシクリカティの問題が却って大きく

なるおそれもある。ECL 型引当が望ましい機能を

発揮する上で最も重要な運用面の課題は、将来予

測の高度化である。 

ECL 型引当の運用面の課題 

ECL 型引当が望ましい機能を発揮していく上

では、今後運用面でいくつかの課題に対応してい

く必要がある。以下では、①将来予測の高度化、

②比較可能性・検証可能性、の 2 点について整理

する。 

（将来予測の高度化） 

ECL 型引当では、広範な情報を活用し、将来の

信用環境の悪化を合理的に予測できる場合は、貸

倒引当金を早期に計上することができる。その実

現に向けては、信用リスクの将来予測を向上させ

るためのデータ整備やモデルの高度化が課題と

なる。 

このうちデータ整備の面では、銀行が個別の融

資ごとに、その信用リスクに影響を与え得る広範

な情報―融資先企業の属性や、マクロ経済指標―

を分析・活用することが可能なかたちで、収集・

蓄積していくことが必要になる。 

モデルの高度化については、様々なアプローチ

 
【図表 2】金融システム安定の観点から ECL型引当に期待されているメカニズム 
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が考えられるが、近年における情報処理性能の向

上等を背景に、高粒度データを活用したデフォル

ト率予測モデルの導入や、人工知能や機械学習と

いった技術を活用する方向性にも注目が集まっ

ている。 

もっとも ECL 型引当は、信用リスクに関する投

資家等への透明な情報提供を目的の１つとして

おり、モデルが過度に複雑化したり、ブラックボ

ックス化することは望ましくない点に留意する

必要がある。モデルの高度化にあたっては、精度

の向上と、投資家、監査人、監督当局といったス

テークホルダーとの適切かつ円滑なコミュニケ

ーションのバランスを保つことが求められる。 

（比較可能性・検証可能性） 

ECL 型引当では、原則的な規則は示されている

ものの、細かなルールまでは定められておらず、

銀行に大きな裁量が与えられている。例えば貸倒

引当金の具体的な算定式等は明記されておらず、

インプットとなる情報の選択やモデルの設計等

において、各銀行の判断が広範に容認される枠組

みとなっている。この結果、ステークホルダーが、

銀行間の比較等を通じ、各銀行による判断の妥当

性を検証することが難しくなる点が課題となる。 

この課題への対応としては、まず、銀行が開示

内容を充実させることが期待される。すなわち、

各銀行が、ECL 型引当の算定に使用した将来シナ

リオや、個別の信用ポートフォリオへの影響等の

情報を積極的に開示することにより、前述したス

テークホルダーとのコミュニケーションが促進

され、妥当性を巡る正確な理解の共有が図られる

と考えられる。IFRS 第 9 号を策定した国際会計基

準審議会（International Accounting Standards Board 

＜IASB＞）は、「ECL 型引当では、貸倒引当額算

定に用いる情報の選択等について、経営者による

判断に依存する面が明らかに大きい。（中略）特

に、貸倒引当金の算定に関する主要な仮定に関す

る情報の提供が求められている」として、銀行が

算定根拠に関する開示内容を充実させることを

求めている10。 

監督当局による対応も、徐々に進みつつある。

バーゼル委は、2015 年に、ECL 型引当の導入を前

提に、健全な信用リスク管理に関するガイダンス

を公表したほか、IFRS 第 9 号が適用される国・地

域の監督当局も、銀行における対応状況をモニタ

リングし、公表している11,12。このような取り組

みを通じて、ECL 型引当の質の高い実務慣行に関

する目線が関係者間で共有されていくことが期

待されている。 

わが国の現行の引当制度との主な違い 

以下では、ECL 型引当と、わが国の現行の償

却・引当制度との主な違いを整理する13。 

わが国の金融機関が現在拠り所としている償

却・引当制度は、債務者を信用リスクの大きさに

応じて「正常先」、「要注意先（要管理先含む）」、

「破綻懸念先」、「実質破綻先」および「破綻先」

に区分し（いわゆる「債務者区分」）、区分ごとに

異なる見積方法を用いて償却・引当を行うことを

求めている14。このうち、「正常先」および「要注

意先」に対する債権については、過去の貸倒実績

率等に基づいて予想損失額を算定し、これを貸倒

引当金として計上することが基本とされている。

その際、「将来の損失発生見込に係る必要な修正

を行」うことが可能であるが、必ずしも実務とし

ては定着していない、との見方がある15。 

一方、ECL 型引当では、債務者単位ではなく、

個別の融資単位で、今後発生する可能性のある予

想信用損失額を引当計上することを基本として

いる16。信用リスクを管理する際に、融資単位で

管理するか、それとも債務者単位で管理するかの

違いは、枠組みの面でも、取得・蓄積すべきデー

タの面でも、実務的な差が大きい点が指摘されて

いる17,18。 

また、損失見積りの対象期間についても、わが

国の現行制度では、例えば正常先債権およびその

他要注意先債権については今後 1 年間、要管理先

債権については今後 3 年間の損失額を見込んでい

る場合は概ね妥当とされる。一方、ECL 型引当の

枠組みでは、IFRS 第 9 号と CECL では扱いがやや

異なる面はあるものの、満期の長い融資を中心に、

わが国の現行制度と比べ、総じてみれば損失見積

りの対象期間が長くなる可能性がある。 

なお、IFRS 第 9 号と CECL の損失見積りの対象

期間の扱いを整理すると、IFRS 第 9 号では、貸出

実行当初は今後 12 か月分、その後、融資の信用

リスクが著しく増大した場合には満期までの期
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間を対象とする追加的な引当を計上するアプロ

ーチをとっている。これに対し、CECL では貸出

実行当初から、原則すべての融資について、満期

までの期間を対象として損失を見積ることが特

徴となっている19（図表 3）。 

おわりに 

本稿では、会計の視点に、銀行の健全性維持や、

金融システムの安定性確保という規制・監督上の

視点も織り交ぜながら、貸倒引当金の新たな会計

基準として世界的に導入が進みつつある ECL 型

引当の特徴と運用面の課題、わが国の現行の引当

制度との主な違いを整理した。 

今後、銀行が国内外の投資家、監査人、監督当

局等のステークホルダーと貸倒引当金について

コミュニケーションを行う際の国際標準は、ECL

型引当に移行していくと考えられる。その一環と

して、バーゼル委は、ECL 型引当の導入に伴う国

際的な銀行規制・監督上の対応をとる必要がある

かどうか、長期的視点に立った検討に着手してい

る。 

こうした国際的な潮流を一つの背景として、わ

が国の枠組みの今後のあり方についても、会計基

準の改正、検査・監督手法の見直しの両面から議

論が行われている。わが国の企業会計基準設定主

体である企業会計基準委員会は、金融危機以降に

開発された国際的な会計基準との整合性を図る

ことを念頭に、貸倒引当金を含む「金融商品に関

する会計基準」の改正についての意見募集を行っ

た。その結果、コスト・ベネフィットを巡って関

係者からは多様な意見が寄せられた。 

また、金融庁の研究会では、過去の貸倒実績等

を重視して見積られた従来型の引当率が歴史的

な低水準で推移するなか、金融機関の検査・監督

手法の見直しの一環として、過去の実績に反映さ

れていない先行きの変化を適切に織り込む引当

のあり方や工夫について、議論が進められてきた。

これを踏まえ、本年 9 月、金融庁は、「検査マニ

ュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方

と進め方」（案）を公表し、そのなかで「現行の

会計基準に沿って、金融機関が自らの融資方針や

債務者の実態等を踏まえ、認識している信用リス

クをより的確に引当に反映するための見積りの

道筋」を示している20。 

そこでの議論では、「過去実績に加えて、外部

や内部の環境変化など足元や将来の情報を集合

的に引当に反映することも考えられる」旨が明示

されている。このような引当を実現していく上で

は、先述した ECL 型引当の運用面の課題である、

将来予測の高度化や比較可能性・検証可能性につ

いて、考慮していく必要があると考えられる。特

に、金融機関間の比較可能性を担保するための適

切な開示は、議論のなかでも示されているとおり、

ステークホルダーにとってより重要となるであ

ろう。 

国内外の様々な議論を通じ、わが国における望

ましい引当制度のあり方を巡る知見が一層深ま

り、今後の制度設計と実務に活かされていくこと

が期待される。 
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